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「議案第 84 号 福岡市公民館条例の一部を改正する条例案」の関連報告について 

１ 改正の理由・内容 

住民ニーズに対応した持続的かつ効率的な公民館の運営を図るため、当該施設の休

館日を改めるもの。 

２ 施行期日 

令和８年６月１日 

○福岡市公民館条例の一部を改正する条例案新旧対照表

現  行 改正案 

第１条・第２条 （略） 

(休館日) 

第２条の２ 公民館の休館日は、12月29日か

ら翌年１月３日までとする。ただし、教育委

員会が必要と認める場合は、これを変更し、

又は臨時に休館日を設けることができる。 

（以下略） 

第１条・第２条 （略） 

(休館日) 

第２条の２ 公民館の休館日は、次に掲げる

とおり             とする。ただし、教育委

員会が必要と認める場合は、これを変更し、

又は臨時に休館日を設けることができる。 

（1） 毎月末日

（2） ５月３日から同月５日まで

（3） ８月13日から同月15日まで

（4） 12月29日から翌年１月３日まで

（以下略） 
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